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都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長 田尻 泰典 

 

 

医療機関の必要な受診に関する周知依頼について 

 

 

平素より本会会務に格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今般、新型コロナウイルス感染症への感染の懸念等により医療機関の受診を

控え健康を害することのないよう、必要な受診を呼びかけるための周知広報を

政府が行っていることについては本年９月 28 日付け日薬業発第 296 号にてお

知らせしたところです。 

今般、厚生労働省医政局総務課ほかより別添のとおり改めて周知に関する依

頼が参りました（別添）。 

 つきましては、貴会会員へご周知いただき、国民・患者の適切な受診に関す

る促進にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

 

・上手な医療のかかり方特設サイト 

https://kakarikata.mhlw.go.jp/index.html 

・新型コロナウイルス対策を踏まえた適切な医療機関の受診（上手な医療のか

かり方）について 

https://kakarikata.mhlw.go.jp/corona/index.html 








